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南 の 玄 関 に ぎ わ い の ま ち づ く り

新型コロナウイルス感染症対策に役立ててほしいと，様々な寄附をいただいて
おります。
皆様の善意に心から感謝いたします。

寄附者 品名 数量

株式会社小野林業 様 マスク ８００枚

鹿野自動車販売株式会社 様 マスク １，０００枚

宮城高圧ホース 様 消毒液等 一式

新型コロナウイルス感染症予防のため，下記のイベントを中止とする
こととなりました。
楽しみにされていた皆様，並びに関係者の皆様にはご迷惑をおかけし

ますが，ご理解とご協力をお願いします。

◆中止イベント

・デリシャストマトまつり
・鹿島台わらじまつり

【お問合せ】地域振興課☎56-5520

鹿野自動車販売株式会社 様 宮城高圧ホース 様株式会社小野林業 様

近年，日本全国でイノシシの被害が増加していますが，鹿島台地域では，一
昨年から岩渕，小迫，大迫地区を中心に西部地域で被害が広がり，今年に入り，
広長，平渡地区でも頻繁にイノシシの目撃や被害が出ております。
現在，有害鳥獣被害対策実施隊（猟友会）で捕獲用の

ワナを設置するなどの対応をしておりますが，イノシシ
を目撃しても近づかないように十分にご注意ください。
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健診結果について相談したい方，食生活について相談したい方，子育てについて
相談したい方，子どもの発育・発達について相談したい方等…，不安や心配なこと
がありましたら気軽にご相談ください。保健師，管理栄養士が相談に応じます。

◆日にち ６月１６日(火)
◆時 間 午前 ①9時から ②10時から ③11時から

※予約制ですが，日時が合わない方は随時相談に応じますので，

ご連絡ください。

※希望者には脂肪量，筋肉量等の体組成を測定します。

◆会 場 鹿島台総合支所 相談室

【お問合せ・申込み】市民福祉課 ☎56-9029

毎月開設しておりました「行政相談」並びに「人権相談」について，新型
コロナウイルス感染の対策として，無料相談所を令和２年７月末まで中止す
ることとなりました。
また，相談所は開設しませんが，電話により相談できる場合もありますの

で，お気軽に問い合わせください。

◆行政相談
鹿島台地域行政相談委員
大條春悦さん ☎ 0229-５６-５２３８

◆人権相談
・みんなの人権１１０番 ☎ ０５７０-００３-１１０
・子どもの人権１１０番 ☎ ０１２０-００７-１１０
・女性の人権ホットライン ☎ ０５７０-０７０-８１０
・女性の人権ホットライン ☎ ０２２９-２２-０５１０

６月２日から実施予定としておりました，鹿島台地域のおおさき市民
健診（集団健診）等について，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止の観点から，当面実施を見合わせますのでお知らせします。
なお，市民健診等の受診票はすでに各家庭に郵送済み，又は，これか

ら順次郵送されます。
再開の際にそのまま使用できますので紛失しないよう保管をお願いい

たします。
延期した健診（検診）の開始時期については，再開可能となった際に

改めてお知らせいたします。
市民の皆様には，大変ご迷惑をおかけしますが，ご理解，ご協力をお

願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴い電話での法律相談対
応を行っております。

◆相談曜日：火・水・金曜日（祝日を除く）
◆相談時間：10時～16時
◆相談担当：弁護士
※無料法律相談には要件確認がございます。
※相談には事前予約が必要です。

例えばこんな相談

相続，金銭賃借，離婚，交通事故，家庭内暴力，パワハラ，
未払賃金，労働トラブル，不動産トラブル，相隣トラブル，
成年後見 など

上記以外のご相談も可能です。お気軽にお問い合わせくださいませ。

  

【予約・お問合せ】 ☎０５０-３３８３－０００９
東松島市矢本字溜１－１コミュニティセンター西側

【お問合せ】地域振興課 ☎56-7111

【お問合せ】総務課特別定額給付金担当 ☎25-7396

特別定額給付金は，新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として，
国民一人当たり10万円を給付する事業です。
給付金を受けるには，期限までに申請が必要ですので不明な点があり

ましたらお問い合わせください。

◆対象：4月27日時点において，住民基本台帳に記録されている人
◆申請・受給権者：原則として世帯主
◆申請期限：令和2年8月11日（火）
◆申請方法：
①返信用封筒（切手不要）に申請書と添付書類を入れて郵送申請
②マイナンバーカードを持つ世帯主がオンライン申請（署名用電子証
明書の暗証番号が必要）

◆受取方法：原則，申請した世帯主の口座に振込
◆その他：申請内容などに不明な点がある場合や，本人確認書類などが
添付されていないと，受け取りまで時間がかかる場合がありますので，
注意してください。

特別定額給付金に関して，市や国・県，警察がATMの操作や手数料の
振り込みを求めることは絶対にありませんので注意してください。

給付金詐欺に注意してください！

【お問合せ】市民福祉課 ☎56-9029


